
ガソリン携行缶の試験確認基準 

 

                                         平成２４年９月２１日制定 

一部改正 平成２５年１１月２２日 

一部改正 平成２８年２月１０日 

 

第１  目的 

  この基準は、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示（昭和４９年自治省告示

第９９号。以下「危告示」という。）第６８条の５に規定する運搬容器の試験及び基準に基づ

き、ガソリン携行缶の試験確認に係る業務規程（以下「業務規程」という。）に定める試験確認

を実施するにあたり必要なガソリン携行缶の試験確認基準について定めることを目的とする。 

 

第２  用語の定義 

  この基準で用いる用語の定義は、業務規程の例によるものとする。 

 

第３  試験確認における適合基準  

ガソリン携行缶の試験確認における適合基準は、次のとおりとする。 

１  ガソリン携行缶は、第４に規定する性能試験において、試験項目ごとに指定した供試品すべ

てが当該試験項目の合格基準に適合すること。 

２  ガソリン携行缶は、第５に規定する注意事項の表示が付されていること。  

３  現地調査（協会の職員が関係ある場所において実施する製造設備、品質管理方法、購買管

理方法等に関する調査をいう。）の結果が適正であること。 

 

第４ 性能試験 

性能試験は、ガソリン携行缶の型式ごとに実施するものとする。 

ガソリン携行缶の性能試験の試験方法及び合格基準は、危告示第６８条の５の規定に基づくほ

か、次のとおりとする。 

なお、性能試験を実施する供試品は、製造中又は在庫のガソリン携行缶の中から別記１に定める

個数を指定するものとする。 

１  落下試験 

⑴ 試験方法 

ア 供試品には、内容積の９８％以上を水で満たして試験を実施するものとする。 

イ  試験は、当該供試品をコンクリ－ト、十分な厚さを有する鋼板又はこれらと同等以上の

硬く、かつ、弾力性のない平滑な水平面上に、次の(ｱ)及び(ｲ)による落下方法で落下させ

るものとする。 

(ｱ) 落下姿勢 

落下姿勢は次表のとおりとする。この場合、第１回落下については、着地面に対し衝

撃点の垂直上方に供試品の重心がくるように行う。 



 落  下  姿  勢 

第１回落下 注入口が衝撃点になるように対角落下させる。 

第２回落下 
第１回落下とは別の最も弱いと考えられる部分（胴体溶

接部等）が衝撃点になるように落下させる。 

(ｲ) 落下高さ 

落下高さ（吊り下げた状態の供試品の最下部と着地点との最短距離をいう。）は、

１．２ｍとする。 

ウ 落下させた当該供試品を５分間存置するものとする。 

なお、５分間とは、内圧と外圧が平衡に達するのに要する時間を想定しているものであ

ること。 

⑵ 合格基準 

試験中、供試品から水の漏れがないこと。 

ただし、落下時の衝撃で落下直後に口栓部からわずかに水が漏れた場合でも、この漏れが継

続しない場合は、これを水の漏れとはみなさないものとする。      

２ 気密試験 

⑴ 試験方法 

試験は、供試品の内部に４９ｋＰａ（ゲージ圧）の空気圧力を加えたのち、当該供試品全体

を水中に浸し１分間保持するものとする。 

この場合、試験の有効性を損なうことがないよう当該供試品は適正に保持するものとする。 

⑵ 合格基準 

試験中、供試品から空気の漏れがないこと。 

  

３  内圧（水圧）試験 

⑴ 試験方法 

試験は、供試品の内部に２５０ｋＰａ（ゲージ圧）の水圧力を加えたのち、当該供試品を５

分間保持するものとする。 

この場合、試験の有効性を確保するため、当該供試品は適正に保持するものとする。 

また、試験圧力は、連続的に、かつ、均一に加える。 

⑵ 合格基準 

試験中、供試品から水の漏れがないこと。  

 

４  積み重ね試験 

   ⑴ 試験方法 

ア  試験は、あらかじめ供試品の内容積の９８％以上を水で満たして実施するものとする。 

イ  供試品を含めて、積み重ね高さが３ｍ以上となるように積み重ねた供試品と同一型式の

ガソリン携行缶の全重量と同じ荷重（Ｗ）を、供試品の上部に均一に加えた状態で２４時



間存置して試験を行う。 

ウ 供試品の上部に均一に加える荷重（Ｗ）は、次式により算出するものとする。 

この場合において、(３－ｈ)／ｈの小数点第１位以下は、切り上げるものとする。 

 

Ｗ =ｗ ×
３ −ｈ

ｈ
 

                 Ｗ：供試品の上部に均一に加える荷重(Ｎ) 

                 ｗ：供試品と同一型式のガソリン携行缶１個当たりの内容物（内容積の９８％の

水）を含む重量 (Ｎ) 

         ｈ：供試品の高さ(ｍ) 

 

⑵ 合格基準 

試験中、供試品から水の漏れがなく、かつ、内容積の９８％以上を水で満たした２個の同一

型式のガソリン携行缶を当該供試品の上面に積み重ねたとき、その状態を１時間保つことがで

きること。 

ただし、供試品の寸法計測の結果変形が軽微であり、内容積の９８％以上を水で満たした２

個の同一型式のガソリン携行缶を当該供試品の上面に積み重ねることができると判断した場合

は、後段の確認を省略することができるものとする。 

     

第５ 注意事項の表示 

１ ガソリン携行缶には、使用上の注意事項として、次の旨が明瞭に、かつ、容易に消えない方法

により表示されているものであること。 

  ⑴ ガソリンの噴出に注意すること。 

  ⑵ 周囲の安全を確認すること。 

  ⑶ フタを開ける前にエンジンを停止すること。 

  ⑷ フタを開ける前にエア抜きすること。 

  ⑸ 直射日光のあたる場所や高温の場所で保管しないこと。 

 ２ 表示位置 

表示の位置は、ガソリン携行缶の注入口付近の見やすい位置とすること。 

 ３ 注意事項の表示例 

   注意事項の表示例は、別記２のとおりとする。 

 

第６ その他 

買上調査、立入調査及び臨時調査に係る性能試験は、理事長が指定する試験項目を実施するも

のとする。 

 

附 則  （平成２４年９月２１日制定） 

  この基準は、平成２４年１０月１日から実施する。 



附  則（平成２５年１１月２２日一部改正） 

１  この基準は、平成２５年１２月１日から実施する。 

附 則（平成２８年２月１０日一部改正） 

１ この基準は、平成２８年２月１５日から実施する。 

 

 

 

別記１ 供試品に指定する個数 

 

    第４に定める性能試験の項目ごとに指定する供試品の個数は次のとおりとする。 

性能試験の項目 指定する供試品の個数 

落下試験 
第１回 ３ 

第２回 ３ 

気密試験 ３ 

内圧（水圧）試験 ３ 

積み重ね試験 ３ 

 

 

別記２ 注意事項の表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


